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　第９期行財政改革市民会議は、令
和元年１０月２３日に市長に提言を行い
ました。
　提言内容は、これまでの市の行財
政改革の経過および地方自治体を取
り巻く状況を踏まえ、行財政改革プ
ラン２０２５（仮称）の策定に向け、新・
「小金井市を『健康』にする処方 箋 」

せん

として、渇メニュー型からプログラ
ム型行財政改革へ渇重要取組の明確
化とＰＤＣＡ強化渇公民連携アウト
ソーシングの推進渇成果と課題の更
なる「見える化」渇人財の育成と全
庁的な推進体制の５つの観点を提示
するものとなっています。
　市では、提言を真 摯 に受け止め、

し

行財政改革のさらなる推進に取り組
みます。
　提言は企画政策課（市役所本庁舎
２階）、情報公開コーナー（市役所
第二庁舎６階）、図書館本館でご覧
いただけるほか、市ホームページで
も公開しています。
 企画政策課企画政策係（☎０４２−
３８７−９８２６）
問

in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

 　

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に

よ
り
事
業
者
の
選
定
を
行
い
、
次

の
事
業
者
に
決
定
し
ま
し
た
。

■
事
業
者
名
▽
あ
か
ね
学
童
保
育

所
・
み
ど
り
学
童
保
育
所
＝
社
会

福
祉
法
人
雲
柱
社
▽
ま
え
は
ら
学

童
保
育
所
＝
社
会
福
祉
法
人
わ
ら

し
こ
の
会

 

児
童
青
少
年
課
学
童
保
育
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
７
）

０４２

３８７

 　

市
税
の
滞
納
処
分
で
差
し
押
さ

え
た
動
産
（
物
品
）
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
公
売
し
ま
す
。
詳
細
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

■
入
札
期
間　

月　

日
（
火
）
午

１１

２６

後
１
時
～　

日
（
木
）
午
後　

時

２８

１１

 

納
税
課
納
税
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
３
）

 　

住
民
お
よ
び
利
害
関
係
の
あ
る

方
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を

受
け
付
け
ま
す
。

■
対
象
都
市
計
画
案
生
産
緑
地
地

区■
縦
覧
・
意
見
書
受
付
期
間　

月
１１

　

日
（
金
）
～　

日
（
金
）

１５

２９

■
意
見
書
受
付
住
所
・
氏
名
・
意

見
を
明
記
し
、
郵
送
（
必
着
）
、

フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
ま
た
は
直

接
、
都
市
計
画
課
へ

■
縦
覧
場
所 

都
市
計
画
課
都
市

学
童
保
育
所
運
営
業
務

委
託
事
業
者
が
決
定

問差
押
動
産
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

問都
市
計
画
案
の
縦
覧
お
よ
び

意
見
書
の
受
け
付
け

問

計
画
係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所

１８４

不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
☎

　

儿　

儿
９
８
５
９ 
　

儿　

儿

０４２

３８７

０４２

３８６

２
６
１
９

s0
6
0
1
9
9
@
ko
ga

n
ei-sh

i.jp

）

  
　

月
２
日（
月
）～
４
日（
水
）い

１２
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

 

納
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
）
※
東
側
職
員
通
用
口
か
ら
入

り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

  

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
法

人
市
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い

 

納
税
課
納
税
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
３
）

 　

雨
水
の
積
極
的
な
有
効
利
用
と

節
水
活
動
を
目
的
に
、
雨
水
貯
留

施
設
（
雨
水
タ
ン
ク
等
）
の
設
置

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
日

々
の
散
水
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の

生
活
用
水
と
し
て
設
置
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

　

な
お
、
一
度
の
申
請
で
２
基
ま

で
申
請
で
き
ま
す
が
、
そ
の
後
、

３
年
間
は
再
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

　

補
助
金
を
利
用
す
る
方
は
、
購

入
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

▽
市
内
で
所
有
ま
た
は
使
用
す

る
建
物
に
設
置
す
る
方
▽
市
税
等

FAX

糸

夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

時所夜間入口詳細図内問雨
水
貯
留
施
設
の
設
置
費
の

一
部
を
補
助

対

の
滞
納
の
な
い
方

■
補
助
金
額
貯
留
施
設
本
体
の
購

入
金
額
の
２
分
の
１
以
内
（
限
度

額
３
万
円
）

 

環
境
政
策
課
環
境
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
７
）

３８７
  　

市
の
飼
い
主
の
い
な
い
猫
対
策

に
賛
同
し
、
協
働
し
て
活
動
し
て

い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

 
　

月　

日
（
土
）
午
前　

時
～

１１

３０

１０

正
午 

市
役
所
第
二
庁
舎
８
階　
８０１

会
議
室 
　

人
（
当
日
先
着
順
）

２０

 

環
境
政
策
課
環
境
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
７
）

３８７ 問飼
い
主
の
い
な
い
猫
対
策

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
セ
ミ
ナ
ー

時

所
定

問

 　

市
で
は
、
地
元
商
工
業
の
活
性

化
支
援
の
た
め
に
、
商
工
業
者

（
法
人
・
個
人
）
が
必
要
と
す
る

事
業
資
金
を
有
利
な
条
件
で
利
用

で
き
る
よ
う
、
市
内
金
融
機
関
へ

融
資
の
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

融
資
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に

は
、
利
息
の
一
部
を
市
が
負
担

し
、
保
証
機
関
へ
の
保
証
料
（
当

該
融
資
相
当
分
）
の
最
大
２
分
の

１
を
補
助
し
ま
す
。

　

申
し
込
み
は
、
随
時
、
受
け
付

け
て
い
ま
す
が
、
年
末
は
保
証
機

関
へ
の
申
し
込
み
が
集
中
す
る
た

め
、
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

 

経
済
課
産
業
振
興
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）

３８７ 小
口
事
業
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
制
度
年
内
の

申
し
込
み
は
お
早
め
に

問

 　
　

歳
以
上　

歳
未
満
の
国
民
健

３０

７５

康
保
険
被
保
険
者
の
方
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
被
保
険
者
の

方
の
人
間
ド
ッ
ク
等
の
受
診
費
用

を
、
一
部
補
助
し
て
い
ま
す
。

■
補
助
金
額
▽
人
間
ド
ッ
ク
（
日

帰
り
の
み
）
＝
１
万
６
千
円
▽
脳

ド
ッ
ク
＝
２
万
円
▽
簡
易
脳
ド
ッ

ク
＝
１
万
円

■
利
用
方
法
下
表
の
検
査
機
関
に

予
約
後
、
受
診
日
の
３
日
前
ま
で

に
国
民
健
康
保
険
証
ま
た
は
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、
印
鑑

を
持
参
し
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い

※
予
約
時
に
、
小
金
井
市
で
国
民

国国
民民
健健
康康
保保
険険
・・

後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療
保保
険険

人人
間間
ドド
ッッ
クク
等等
のの

費費
用用
をを
一一
部部
補補
助助

健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
を

申
し
出
て
、
受
診
費
用
の
確
認
を

し
て
く
だ
さ
い

 

▽
同
一
年
度
内
に
、
人
間
ド
ッ

ク
の
補
助
と
市
が
実
施
す
る
健
康

診
査
（
特
定
健
康
診
査
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
）
の
両

方
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

▽
人
間
ド
ッ
ク
の
健
診
結
果
は
、

市
が
実
施
す
る
健
康
診
査
の
結
果

と
し
て
使
用
し
ま
す
▽
国
民
健
康

保
険
税
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
滞
納
者
は
利
用
制
限
が

あ
り
ま
す

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
３
）
、
高
齢
者
医
療

３８７係
（
同
２
階
☎　

儿　

儿
９
８
３

０４２

３８７

４
）

他申

○２２５

行財政改革市民会議からの提言

　日ごろから、ごみの減量と資源化にご協力いただきまして、ありがとう
ございます。秋も深まり、落ち葉や 剪 定枝の排出が増える時期になりまし

せん

た。市では、家庭で剪定した枝木・雑草類・落ち葉を、隔週で回収してい
ます。
　回収した枝木等は、チップ化し、 堆 肥等に資源化するほか、バイオマス

たい

発電燃料としても使用されています。燃やすごみの減量と資源化の推進の
ため、引き続き、ご理解・ご協力をお願いします。
■出し方渇枝木は長さ１ｍ以内で、１本の太さ１５ｃｍ以内の枝をひもでく
くり、直径３０ｃｍ以内の束にする（針金ではくくらないでください）
渇落ち葉、雑草、生け垣などを剪定した葉っぱは、４５ℓ以内の透明または
半透明の袋に入れる（できるだけまとめてください）
渇出す量に制限はありません。車両に積みきれない場合は、１回で回収し
きれないことがありますが、同日中に回収します
【９月分のごみ排出量報告】
　９月分の燃やすごみ１人１日当たり排出量は、２５３.４ｇとなり、目標値
（２６９.０ｇ）を１５.６ｇ下回りました。
 ごみ対策課減量推進係（☎０４２−３８７−９８３５）
 
問

ごみ1人1日当たりの排出量（単位：g）

（参考）燃やすごみ
前月・前年度同月の排出量 255.6 238.9

元年度
8月

30年度
9月

（参考）燃やさないごみ
前月・前年度同月の排出量 29.1 28.8

元年度
8月

30年度
9月燃やさないごみ

（市内全域） 29.5 32.5 △3.0
9月 目標量 差引

燃やすごみ
（市内全域） 253.4 269.0 △15.6

9月 目標量 差引

やった
減量成功

やった
減量成功

電話番号検査費用区　分病院名

０４２−４６１−００５２５０,６００円人間ドック公立昭和病院
（小平市花小金井８−１−１） ８２,５００円脳ドック

０４２−３８３−４１１１４０,７４０円人間ドック桜町病院（桜町１−２−２０）

０４２２−３２−３１１１
４９,５００円人間ドック

武蔵野赤十字病院
（武蔵野市境南町１−２６−１） ８８,０００円脳ドック

４７,３００円簡易脳ドック
０４２−３８３−５５１１３８,１００円人間ドック小金井太陽病院（本町１−９−１７）
０４２−３８４−００８０４４,０００円人間ドック武蔵小金井クリニック（本町５−１９−３３）

０４２−３８６−３７５７４４,０００円人間ドック小金井つるかめクリニック
（本町６−１４−２８アクウェルモール３階）

０４２−３８２−３８８８４１,８００円人間ドック東小金井さくらクリニック
（東町４−３７−２６）

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。


